
官民連携既存化学物質安全性情報  

収集・発信プログラム  

第3回プログラム推進委貞会  

平成18年5月16日  

算2回章員会以降の活動状況について  

1，Japanチャレンジプログラムの開始  

○過去2回の推進委貞会からの助言、及びパブリックコメントにおける意見を踏まえ、   

平成17年6月より「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム   

（Japanチャレンジプログラム）」を開始した。  

○その際、国内製造・輸入量が1，∞0トン以上の有機化学物質を優先情報収集対象   

物質リストとして公表し、それら化学物質の安全性情報を収集するスポンサー（試   

験の実施等を含めて化学物質の安全性情報を収集し、報告書として取りまとめる   

事業者）の募集を開始した。く別添1、2）  

2．事業者への周知等  

（1）事業者への協力依頼及び説明会の開催等  

○同プログラムの立ち上げにあたっては、3省の部局長から、800を超える化学物   

質関係事業者及び22の関係事業者団体あてにレターを送付し、プログラムの立   

ち上げ及びスポンサーの募集について通知するとともに、協力依頼を行った。  

○同プログラムの円滑な推進を圃るため、平成17年7月、プログラムの概要及びプ   

ログラムへの参画に係る具体的進め方等について、3省主催の説明会を開催し   

た。また、日本化学工業協会等からの依頼を受け、事業者団体主催の説明会に   

おいても、本プログラムにかかる説明を3省より行った。  

○同時に、スポンサー登録、情報収集から報告書提出に至る諸作業・諸手続の円   

滑な遂行に資するため、スポンサーマニュアルを作成、公表した。（別添3）  

（2）報告の様式（テンプレート）の作成  

○安全性情報収集計画書及び情報収集結果の報告に必要な様式くテンプレート）を   

作成するため、平成17年11月に主にスポンサー事業者を対象とした様式案の   

説明会を開催するとともに、様式案への試行的な記入（トライアル）への参加協力   

を依擁した。  

○平成18年3月、トライアルの結果を踏まえ作成したテンプレート案に関する説明   

会を開催。その際の出席者からのコメントも踏まえ、最終的に確定したテンプレー   

トについて近日中に関係事業者に周知する予定。  

3∴スポンサー登録状況  

○平成17年10月に同年9月までのJapanチャレンジプログラムのスポンサー登録   

状況について公表。また、平成18年1月には平成17年12月末までのスボンサ  
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一畳録状況について公表した。その後、事業者から引き続き登録が行われ、これ   

までに、62企業及び3団体から自主的な参画を得て、78物質についてスポンサ   

ー登録が行われている（別添4）。これは、本プログラムにおいてスポンサーを募   

り、情報収集を行うこととしている物質の約5割にあたる。  

○今後とも、政府自らも積極的な情報収集に努めるとともに、産業界と連携を図りな   

がら、本プログラムの円滑な推進を図るぺくより多くの参画を呼びかけていくことと   

している。  

4．国による化学物質安全性情報の収集  

平成17年度には、既存化学物質の安全性点検として、分解・蓄積性に関する   

試験を34物質、人への健康影響に関する試験を17物質、生態影響に関する試   

験を82物質について行った（物質数は、分解・蓄積性、人健康影響、生態影響の   

それぞれのうち初期評価に必要な試験項目を平成17年度に調査済み及び調査   

着手済みのもの。この他に、一部の試験項目について調査済みあるいは調査着   

手済みの物質もあり。試験項目毎の調査済みあるいは調査着手済み物質につい   

ては別添5参照）。  

（参考）平成16年度未までの点検済み物質数：  

分解・蓄積性1455、人健康影響：275、生態影響：438  

（参考）これまでの活動状況  

［平成17年］  

3月24日 官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム推進委鼻会（Japanチャ  

レンジプログラム）第1回推進委員全開催  

4月19日 同プログラム第2回推進委員会開催  

4月25日～5月20日 同プログラムに関する意見の募集（パブリックコメント）  

6月1日 同プログラムの開始（公表及び関係事業者、団体への通知）  

7月20日 同プログラム説明会開催  

10月3日 スポンサー登録状況（9月未まで）について公表  

11月25日 テンプレートに関する説明会  

［平成18年］  

1月19日 スポンサー登録状況（12月末まで）について公表  

3月23日 安全性情報収集計画書に必要なテンプレートの作成に関する説明会開催  
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官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラムの決定と開始について  

（お知らせ）  

－－－通称「Japanチャレンジプログラム」－－－  

※厚生労働省、経済産業省及び環境省が同時発表  

厚生労働省、経済産業省及び環境省は、産業界と連携して「官民連携既存化学物質安全  

性情報収集・発信プログラム」を開始することとしましたので、お知らせします。  

1．概要   

今般、厚生労働省、経済産業省及び環境省の3省は、産業界と連携して、「官民連携   

既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム」を開始することとしました。化学物質   

の審査及び製造等の規制に関する法律が制定された昭和48年の時点で製造・輸入されて   

いた既存化学物質に関する安全性情報の収集を加速化し、広く国民に情報発信を行うこ   

とを目指しております。   

このプログラムは、本年3月及び4月に開催された官民連携既存化学物質安全性情報   

収集・発信プログラム推進委員会からの助言及びパブリックコメントにおける御意見を   

踏まえたものです。  

2．プログラムの概要  

【目的】   

化学物質の安全性情報を広く国民に発信することを最終目標としています。」  

【実施体制】   

産業界と国とが連携して化学物質の安全性情報の収集に取り組みます。事業者の参画は  

自主的なものです。厚生労働省、経済産業省及び環境省の化学物質管理に携わる関係部局  

は連携を強化し、カテゴリー評価※等も用いることにより安全性情報の収集を効率化しま  

す。学識経験者、化学物質の製造・輸入事業者、化学物質の使用者、消費者、有識者等か  

らなるプログラム推進委員会の助言を受けながら、プログラムを推進します。  

【対象物質】   

有機化合物を中心にリスクの観点から優先度の高い物質から情報収集を進めます。  

OECDや米国における取組と協調し、データ取得の重複を防ぐ等連携を図りつつ進めてい  

きます。OECDにおいて既存化学物質の有害性の初期評価に必要な情報として定められて  

いる項目（SIDS：ScreeningInformationDataSet）について情報収集します。  
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【情報発信】   

収集した情報をインターネット等を通じて公表することにより、広く国民に発信しま  

す。  

【予定】   

まず、国内製造・輸入量が1，000トン以上の有機化学物質を優先情報収集対象物質リスト  

として公表するとともに、それら化学物質の安全性情報を収集するスポンサーの募集を開  

始します。毎年度末には進捗状況を確認し、平成20年度（2008年度）までに安全性情報を  

収集する計画です。  

※カテゴリー評価∴類似の構造を持つ複数の化学物質からなる化学物質のグループを一つにまとめる  

ことにより（カテゴリーの形成）、試験データのない個別の物質についても評価  

できる場合があり、個別に評価を進める場合よりも必要な試験の数を減らすこと  

ができる。  

3．パブリックコメントにおける御意見に対する考え方   

本プログラムにつきまして、平成17年4月25日から5月20日までホームページを通   

じて御意見・情報を募集したところ、47件の御意見・情報をいただきました。   

お寄せいただいた御意見とそれに対する回答は別添2のとおりです。今回御意見をお   

寄せいただきました方の御協力に厚く御礼申し上げます。  

4．厚生労働省、経済産業省及び環境省ホームページ  

厚生労働省ホームページ（ht申：〟www．mhlw．go．jp）、経済産業省ホームページ  

（http：〟www・meti・gO・jp／）及び環境省ホームページOlttP：〟www．env．go．jp／）においてもプログ   

ラムの開始につきお知らせをしております。  
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別添2  

官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラムに関して寄せられたご意見に対する考え方・対応  

寄せられたご意見鮒   回答   
ロ  化学物質に対する安全性が間糎になっているのも重大な事柄であるが、人工的に作られた化学物質の使用そのものを減らし、なるべく自然界に存在する天然の物質を使用す  御意見どうもありがとうございま丸  

るようにすることが、衆相打ヒ学物質の氾濫による環竪劾背染・生態系への安全など）の根本的予防・解決に繋がると考える。   今後の参考とさせていただきます。  
そのため、素境省として、企業など化学物質を救う者（団体）に対し、製造の段階から、なるべく人工的に作られ、使用されている化学物質を用いないよう努めさせること。  

また、それらの物質・または製品が使用された場合にも、消費された後、環境中へ廃棄された段階まで想定した責任を義務付け、行政の立場から汚染者負担の原則を促進させ  
ること。さらにそれらの重要性を広く「般市民へ啓発されることを、同時に強く期待する。  
その上で、今回の化学物質に関する情報公開制虔に取り組まれることついては、専門的知識が少なく弱い立場にある大勢の消費者、一般市民にとって、知る権利を保障する  

ことになる良い動きであると考える。  
苦からの自然な地職境と、そこで育まれてきた健康な生命あっての経済・企業活動だから、時間はかかっても、自然界が作り得ない物質の氾濫は、抑制していくことが望  

ましく、天然の物質でなるべく生活のできる社会の実現に取り組んでいただきたいと期待する。これまでそのようにしてきたから命が受け継がれてきたのだし、多様な生物が  
生きていける地球環境も維持されてきた。だから、今も将来も、人工的な化学物質を多用しないと生きていけないという訳が無い。逆に、そうすると将来どうなるか分からな  

い。  

「ただ足るを知る」という昔の生活にある価値観、豊かな策境を将来へ持続させていくという大切さを忘れずに、環党負荷を減らす政策と広範な啓発活動■情報公開を今後  
もお厭いいたします∴現代の多くの「股市民が、この根本的な事を忘れている、あるいは忙しい社会に没頭し、気づくきっかけを失われていると思いま‾九千どもたちは特に  
そうでれ  
この制度を未来に活かせてください。   

2  この、チャレンジプログラムは「既存物質の安全情報の収集」とお開きしていますが、優先情報収集対象物質リストの最終貢（12頁）の最後から3つ日（CASNo．139189・30・3）  本プログラムにおける、2（X個年度までの優先情報収集対象物質とし  

と2つ日（CASNo．181028・79・5）の2物質については、弊社が安全性試験を実施し新規物質として登録した物で九   ては、平成13年度実線をもとに、CAS番号ベーースで国内年間製造・輪  

因みにCASNoユ39189一別｝3の物質は、平成8年7月18日付けの判定結果通知を受け、平成14年2月21日に官報で公示され、CASNo．181α追－79－5の物質は、平成  人生が1，0α）トン以上の有機化合物をリストアップしています。これは、  
7年12月20日付けの判定結果通知を受け、平成14年1月22日に官報で公示されていま‾た   製造・輸入量という客観的な基準に基づきリストを作成することで、リ  
本年1月に鐘済産業省の辻重臣から「チャレンジプログラムの」説明を受けた際、この件の質問をすると、削除ナるとのお詣でした（我々はこのように判断しました）。  スト内の化学物質について安全†生の観点から予断を与えるようなこと  

上記、2物質l閲覧として登録したもので既存物質ではないためリストから削除していただきたいと思い、意見として送信致します。   がないよう配慮したものです1お問い合わせの化学物質が上記基準を満  

間評価に間に合うよう、その直近で再度製造・輸入のアンケート調査を実施され、その結果も含めて中間評価下さるよう提案申し上げます。  

1．化審法制定時…・欧州のREACHとの関連を提示しても良いのではないでしょうか？   ご意見の内容は記載しておりません。  
2．国際的な取り組み…・上に同じ  

3．平成15年の化審法改正時…・農薬なども考慮すべきで農水省との4省の寧謝こするべきではないか？  経緯3．平成15年の化審法改正に際しては、同法を所管している厚生  

労働省、経済産業省及び環境省の審議会において審議を行いましたの  
Ⅰプログラムの基本的考え方  で、その旨を記載しました。  
1．化学物質の安全性情報・‥「‥ t化学物質の性質・情報  

2．産業界と国の連携‥・欧州のMとの関連を提示  Ⅰ．1．本プログラムにおいて収集・発情する情報としては化学物質の  

3．政府部内‥・農水省の関連部署も入れて欲しい   安全性に関する情報に主服を置いており、その点を明示しております。  



4周際的な取り込み‥・欧州のMとの関連を提示   
5．収集情報の‥・なし  

Ⅰ．2．4．本プログラムとmCH規則案とは直接の関連がないため、  

Ⅱ．プログラムの概要  ご意見の内容は記載しておりません，  
（1）プログラムの実施‥・なし  

（2）プログラムの流れ‥・なし   Ⅰ．3．本プログラムF封ヒ学物質の安全性情報を収集・発剛‾る敵組で  
（3）プログラムの実施体制・‥なし   あるため、関連の深い化辞法を所管している厚生労働省、経済産業省及  
（4）既存化学物質の安全性情報・‥なし   び環境省が政府事務局となります。  
（5）優先して安全性情却‥・なし  

（6）事業者と国の役割分担‥・なし   その他部分  
（7）今後の予定‥・なし   本プログラムにおいては、優先情報収集対象物質リストに掲載されて  

いる化学物質の製造・輸入事業者の方以外でもスポンサー登録をしてい  
その他：当方l蛾告・輸入業着ではないが、本件に射し、高い情報収鰍なら∽こ「股毒性・特殊車性・生態毒性をいっでも受託可能な体制の企業でれ本件は製造・輸入   ただくことが可能で九  

業者のみが参画しうるように感じますので、当局の窓口を広げていただき、当方のような企業もぜひ参画できるように取り計ら一項瓢、ます。   
6   の訂正軌、   ⅢCAS番号1柵3コハク覿ニナトリウムについては、SIAM16に  

（CASNo6106・21－4＝まOECD評価済みですのでご確認をお願いします。OECDでの評価はコハク酸ニナトリウム無水帆娼N。150・90・知  おいて評価を終了しております。従いまして、当物質の六水和物である  

に含める形で行われました。実際に製造されるのl     ミ評価の対象物質は無水物でした。   CAS番号61（裕一21▼4コハク酸ニナトリウム大水和物については、優先  

情報収集対象物質リストの国鮒酌掛文集状況の欄を「OECD評価済  
㈲GIβ・N皿GIガ問詰への意見  み」に修正します。  
4月19日の務畜録（ロイ出紗卜倉常務理事の発割にありますように、メーカーが自主的に解するデータは主に脚紳1定用の予備試験あるいは安全性確認のための限界試  

Q）本プログラムにおいて収集される安全性情報は、広く国民に発信する      験と呼ばれる投与量（濃齢を1点に絞って行うOECD試験を多用しております。なぜならば判定結果が早く得られることと費用が少なくてすむメリットがあるからで、得  

られる結果はGLPと異なることはありません。この予備試醐はOE；（刀試験の一部しか実施していない関係でN血Glβとなりま丸また、試抽関にてサンカレ  ことを予定しているため、信頼性が確保されている必要があります。そ  
等を保存している期間の間しかGLPにならない閏掛ミありますも取得した当初はGLPでも保存期間が経過すると自動的にNonGLPになる可能性があります。本プログ  のため、新たに識を実施する場合は、国際的に受入可能なテストガイ  

ならないようなことはありません。  
（3）国によるリーダー会社の指名への意見  

り、コンソーシアムを形成される場合の幹事会社についてもコンソーシ  
（粛US／IIPVチャレンジ情報の扱いへの要望  アムのメンバーでご相談の上決定していただくのが適当であり、国が指  

プログラムの説明」のヒアリングでは平成13  

ン未満であっても対象となる場合があることをご承知おきくださし㌔  

ご回答よろしくお岸軌、いたします。  



従って∴動物を用いる報は現実的ではなく、稚不可能と判断して宜しいでしょうか？通常の毒性試験であれば、PHを調整して試験実施となりますが、中和するとCAS  能性があると思われます」  

番号が変わります。「キシレンスルホン酸」を強アルカリで中和した塩タイプの化学物質はICCP－HⅣにおいて評価中ですもそれらのCAS番号を参考までに記載します。  

827－21－41舗－72・7 2蝕17－10－9 馳蛤－73－7  

尚、物理化学的性状に関しての情報は収集可能であります，  

また、生分解性・生態毒性は、討験系でのmを確認して、可能か否かを判断できます㌧  

以上宜しくお帝いいたします。   

9  ヒ○ス（3－トリ叫キルりげ旺○ル）テトラ諏フげ（CAS番号40372－72－3）については2年程前までは某社の受託製造品日として弊社で製造をしておりましたが現在は製造しておらず、  意見番号4に対する回答と同じ。  

海外のものを某社仲介のもとで小分けするだけとなっております。今後も弊社で製造することはない品目で九以上のようなことから、弊社では本品眉の安封射青報の収集の  
必要は無いと考えます。   

10  今回の「官鋤取引       収集・発信プログラム」（Japanチャレンジプログラム）の「廃村青報収集対象物質リスト」の7ページに掲載されているCA  調査票の内容に誤りがある場合につきましては、過去の製造・輸入実  
PTAN（キャブタン／CAS番号：133－O6－2）はリストから削除されるべきかと存じます   績を証する資料を添えて経済産業省化学物質安全重にご相談くださしヽ  
【理由】  

アリスタライフサイエンス㈱l£前身の㈱トーメン時代の1956年より、キャブタン（オーソサイド）原体を農薬（農薬用殺菌剤）として長年輸入しております。今回のプ  

ログラムの対象物質リストに、キヤプタン（CAS番号二133－062）掲載されておりますが、「優先情報収集対象物質リスト選定の基準になりました羽戎14年の「化  
学物質の製造・輸入教皇に関する実態調査」におきまして過大な数字を報告しました。この実態調査におきまして、平成13年度（平成13年4月1日～平成14年3月31  
日）のキャブタン製造・輸入を●トンと報告いたしましたが、これは当方の老熟、で実際の製造・輸入数貞虹）合計は●トンになります」実態調査のアンケートに対して、当社  

の担当者が輸入をした●トンのうち国内の顧客への出荷（販売）した教皇●トンを、製造（出荷）の欄に重複して書き込んだため、製造と輸入数量の合計が●トンとなったも  

のです。実際、国内製遣はございませんので、製造（出荷）数量は●トンとなり、製造・輸入量の合計は●トンが正しい数字となりま一九  

正しくは、平成13年度のキャブタンの製造・輸入数量の合計は●トンであり、また、●トンの殆どは農業用（「農薬取手覇勤第｛粂の二第一項で規定される働として  

使用される）として使用され、非農薬としての用途には●トンのうち●トン件しか販売しておりませんbまた平成14年度の製造・輸入数量は●トン（うち非農薬向けは●ト  

ン）、平成15年度の製造・輸入教皇は●トン（うち非農薬用途は●トン）と製造・輸入数量は激減しており今後とも増える見込みはなく、今後も年間の製造・輸入量が100  

0トンを超えることはありませんb  

上記のようにキャブタンの製造・輸入数量は、今回のプログラムの選択基準である、1000トンを大きく下回るものであり、また用途の99．7％以上括農薬として使用さ  

れているものゆえ、今回のプログラムから除外されるべきと考えます。よって「優先情静収集対象物賢リスト」からの削除をお軌ヽ申し上げます。  

◆事務局注＝ご意見中、一事業者当たりの製造・輪入量については「●トン」のように伏せ字：にしました   

11  弊社が製造している「キシレンスルホン硬」は、酸型でありpHが1近い化学物質で九   意見番号8に対する回答と同じ。  

この化学物質の専性試験を実施することは、動物愛護の観点から困難であると考えます。特に、経口反復投与や生殖毒性の経口経由の投与は、強制投与で胃に直接曝薦tて  

も、酸が強いため、容易に予見できる物理化学的な影響が強く現れるものと思われます（塩酸や硫酸のような強酸を毎回動物の胃に入れる様なもの）。従って、動物を用いる試  

験は現実的ではないので、試験不可能と判断して宜しいでしょうか？通常の毒性稚であれば、pHを調整して試験実施となりますが、中和するとCAS番号が変わります：「キ  

シレンスルホン蘭」を強アルカリで中和した塩タイプの化学物質はICCA－HpVにおいて評砺中です㌔それらのCAS番号を参考までに記載します。  

827・21・4 1誹－72－7  26447－10・9  3∝は6－7計7  

尚、物理化学的性状に関しての情報は収集可能です。  
また、生分解性・生態毒性は、鞭系でのpIIを確謁して、可能か否かを判断できますゝ   

12  標記物質一覧にコレステロ「′レ（C〟訃b．57－88－5）、ラノリンアルコール（CASNb．既沼7－33－6）が1000（t／年）以上の生量として収載されておりますが、弊杜が  意見番号10に対する回答と同じ。  

国内最大製造会社であることを考えますと両品目とも平成14年（平成13年度分）に行われました「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査票」に記載した数字がそのま  

ま使用されていると考えられま一九大変申し訳ありませんが、その調査票を確語しましたところ、間違えて報告していることが判明致しました，  

実際は下記の通りで、いずれも●t／年程度の販売量ですので「優先頼朝収集対象物質リスト」から削除して下さいますようお執、致します。  

1．「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査票」記載数値の修正  

誤  正  
①ラノリンアルコール  ●t  ●t  
頃）コレステローソレ  ●t  ●t  

2．ラノリンアルコールとコレステローリレの販売量推移  

平成12年度から平成16年度の販売量の推移と平成11年に報告しました平成10年度分の「化学物質の製造・抱こ関する実態嗣査粟」に記載しました数値を参考と  
してお知らせいたします。  

対象年度  コレステロール  ラノリンアルコール  

平成10年度（平成11年調査票記載）  ●t  ●t  
平成12年度  ●t  ●t  
平成13年度（実績）  ●t  ●t  



平成14年度  ●t  ●t  
平成15年度  ●t  ●t  
平成16年度  ●t  ●t  

◆事務局注二ご意見中、一事業者当たりの製造・輸入量については「●トン」のように伏せ割こしまし転   

13  （D意見内容：リスクの観点から見慨の再設定   （わ国内年間製造・輸入量が1，㈱トン以上の高生産羞物質については、  

理由：リスクは、有書危険性×暴露量 で表される。有機低分子イヒ合物群の中でも、いわゆる中間掛瀞卿まないので暴露量は極めて小さく、従ってリスクも小さ  用途による差はあっても、環舞中で検出される可能性はあるため、情報  

Vヽ化審法でいう’■閉鎖系用途’に相当し、リスクの小さい分だけ点検優先度が低いものと考えられる。そのための措置として、製造・絶入量数値の算定においては自消用等  収集の必要があると考えております．  

の閉鎖系用途数値を差し引く、試験実施に際しては報項目職する等が必要と思われます1   なお、国内取扱量の全量が中間体である等暴露可能性が限定l吋である  

ような化学物質については、情報収集項目の一部を除外することといた  
⑲意見内容：製造・絶入量データの最新調査の実施  します。（詳しくはプログラム実施要領をご参照下さレヽ）  

理由：コストダウンが最大の差別化因子となっている中間物はアジアメーカーとの競争でシェアの変動は激しく、平成13年度のデータは現状を正しく反映していないと思わ  

佗）優先情報収集対象物質リストにおける製造・輸入量のオーダーは、平         れる。また、アジアメーカーは、国際的なHPV事業にも参加しておらず、しかも、安価に中間物を提供してくるので、今後においては国内メーカーは按争できなくなること  

が予想される。政策吼このようなことを後押しするようなことが無いようにしていただきたい。具体的には、最新の製造・輸入主データを訴査し、これに基づき公平な費用  成14年度に行われたりと学物質の製造・輸入量に関する実態調査（平  

負担となるようなコンソーシアムの実施を矧、いたします。   成13年度実績）」に基づいていますこその後の事業環境の変化等により  

製造・輸入が殆ど行われなくなった化学物質については、将来、新たな  
データに基づきリストの見直しを行う際、「もはや高生産重化学物質で  
はない物質」として取り故われる予定ですが、製造・輸入者やシェアに  
変動があっても盤告・輸入量に大きな変動がない物質については、引き  
続き対象物質として取り扱われます，  

本プログラムへの参加につきましては、現に製造・輸入を行っている  
事業者の方々に広く呼びかけていくつもりであり、説明会の開催等も含  

て確認しましたが、当該  

具体的な情報があれば政  

また、費用をかけて採集したデータを提供する企業と、それを行なわない競合会社との間に不公平が生じないような配慮が望まれます。   

みられました卜引回目は平成15解こ 

気に触れると容易に酸化きれることが 




